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平成２８年度 

介護サービス事業所調査の概要 

［特定施設入居者生活介護］ 
 

調査の概要 

１ 調査の目的 

この調査は、本市の特定施設入居者生活介護の実施状況を把握することにより、特定施設入居

者生活介護サービスの提供に着目した基盤整備に関する基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査の対象及び客体 

 本市において、平成２９年３月３１日現在で次の特定施設入居者生活介護事業所（介護予防を

含む。）がサービスを提供しており、この事業所の全数を調査客体とした。 

 

事業区分 
事業所数 

回答数 回収率 
 介護 予防 

特定施設入居者生活介護 5 5 5 5 100％ 

 

３ 調査の時期 

平成２９年３月３１日  

 

４ 調査事項 

毎月の次の数値について調査。 

① 入居定員数、実入居者数、介護・看護職員数（実人数、常勤換算した人数） 

② 当該年度の入退居者数 

③ 年度末現在の実入居者の要介護度別・日常生活自立度別の人数 

④ 看取り介護への対応の有無、対応している場合は看取り介護の実施件数、実施状況、課

題 

⑤ 利用者が提供を受けている主な医療処置、医療処置の実施人数、実施状況、課題 

 

５ 調査の方法及び系統 

  施設の管理者が調査票に記入する方式とした。 

 

 

 

 

 

６ 調査の集計 

結果の集計は、高齢社会課事業者管理係で行った。 

 

７ 利用上の注意 

（１）１つの事業所で介護サービスと介護予防サービスを提供している場合は、合計した数値で集

計している。 

（２）この概要に掲載の数値は四捨五入しているので、内訳の合計が総数に合わない場合がある。 

 

 

 

郵送で調査依頼 
 

FAX 等で回答 
高齢社会課 特定施設入居者生活介護事業所 
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８ 調査結果の概要 

（※数値は年度末現在のもの） 

 

【経営主体別の施設数と構成割合】 

   経営主体別の施設数と構成割合は次のとおりとなっている。（表１・２） 

 

（表１）経営主体別の事業所数 

［単位：施設数］              平成 29 年 3 月 31 日現在 

事業区分 総数 

社会

福祉

法人 

有限 

会社 

特定施設入居者生活介護事業所 5 2 3 

（備考）赤太字は事業所数が多い順に 1番のもの。 

 

（表２）経営主体別事業所数の構成比 

［単位：％］               平成 29 年 3 月 31 日現在     

事業区分 総数 

社会

福祉

法人 

有限 

会社 

特定施設入居者生活介護事業所 100.0 40.0 60.0 

（備考）赤太字は事業所数が多い順に 1番のもの。 

 

 

【事業所数、定員等】 

 

   ■本市の特定施設入居者生活介護は、全体で 5 施設がサービスを提供している。 

 

   ■入居定員は、5 施設全体で 227 人となっている。 

 

■3 月の実入居者は、全体の入居定員 227 人に対して実入居者 203 人となっており、稼働率

は 89.4％（１施設当たり最小 77.8％～最大 100.0％）となっている。 
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【要介護度、認知症高齢者の日常生活自立度】 

 

■全事業所の要介護度別の入居者は下段（表３）のとおりとなっており、このうち要介護２

の割合が最も多いが、他の介護度の利用も一定程度あり、幅広く利用されている。今後重

度者の利用割合は増加する傾向にあると思われるため、看取りなど重度者への対応が課題

になるものと思われる。 

 

 

（表３）要介護度別の入居者数 

【全施設】                  （単位：人） 

区分 
要支援 要介護 

計 
1 2 1 2 3 4 5 

入居者 6 17 31 49 34 34 31 202 

構成比 2% 8% 16% 24% 17% 17% 16% 100% 

       （備考）上記の表は構成割合の多いものを上位から３つ赤太字で表示している。 

 

 

■認知症高齢者の日常生活自立度別の入居者は下段の（表４）のとおりとなっている。この

うちⅡa からМまでの入居者は 192 人中 154 人（80％）を占めており、約 8 割の入居者が

認知症により第三者の支援を必要としている。 

 

（表４）日常生活自立度別の入居者数 

【全施設】                        （単位：人） 

区分 なし Ⅰ 
Ⅱ Ⅲ 

Ⅳ M 計 
a b a b 

入居者 11 27 16 46 55 9 26 2 192 

構成比 6% 14% 8% 24% 29% 5% 13% 1% 100% 

    （備考）上記の表は構成割合の多いものを上位から３つ赤太字で表示している。 

一部内訳不明のため、表 3 と表 4の合計が異なっている。 

 

 

 

■「要介護度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」でクロス集計（表５）すると、入居者

の主な状態像は「要介護 1 から 5」かつ「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱb～Ⅲa」の領

域に分布している。 
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（表５）鳥取市内の特定施設入居者生活介護利用者の「日常生活自立度」と「要介護度」 
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【入退去の状況】 

 

■入退居の状況は下段の（表６）のとおりとなっている。 

 

（表６）施設の入退去の状況 

          【全施設】           （単位：人） 

  入退居（月平均） 入退去割合

（①+②）×

0.5/（A） 

定員 

（A） 

入居 

① 

退居 

② 

227 3 3 1.3%

 

 

【看取りや医療への対応状況】 

 

   ■看取り介護を実施している事業所は、5事業所中 3事業所（60％）あり、28 年度の実施人

数は 6人である。（表７参照） 

 

   （表７）看取り介護の実施状況 

               【全施設】      （単位：施設） 

 
看取り介

護の実施

件数 

 

施設 

看取り介護

対応 

有 無 

5 3 2 6 

100% 60% 40%  

 

 

   ■入居者が提供を受けている主な医療処置の上位は下段の（表８）のとおりとなっている。

入居者 193 人中 65 人（34％）が何らかの医療処置を受けている。 

 

（表８）入居者が提供を受けている主な医療処置 

      【全施設】                       （単位：施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 

■日常生活圏域別の稼働率は下段の（表９）のとおりとなっている。 

   ■事業所別の意見は下段の（表１０）のとおりとなっている。 

 

点滴 

の管理 

中心静脈

栄養 
透析 

ストーマ

ーの処置
酸素療法

レスピレ

ーター 

気管切開

の処置 

2 0 2 2 2 0 0 

疼痛 

の看護 

経管 

栄養 

モニター

測定 

じょくそ

うの措置

カテーテ

ル 
その他 実人数 

1 2 2 2 2 3 65 
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（表９）日常生活圏域別の稼働率［特定施設入居者生活介護］１/２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員

（D）

実入居
者

（E）

1 2 1 2 3 4 5
そ
の
他

稼働率

（E）/
（D）

浜坂 1 29 29 2 6 11 5 5 100.0%

中ノ郷

計 1 29 29 2 6 11 5 5 100.0%

城北

久松

遷喬

計

醇風

富桑

明徳

計

福部

計

合計 1 29 29 2 6 11 5 5 100.0%

修立

稲葉山

岩倉

計

倉田

美保南 1 90 70 2 7 20 17 14 5 5 77.8%

日進

美保

計 1 90 70 2 7 20 17 14 5 5 77.8%

米里 1 30 26 4 6 9 4 2 86.7%

津ノ井 1 29 29 2 3 9 4 5 6 100.0%

若葉台

面影

計 2 59 55 4 8 3 18 8 7 6 93.2%

宮ノ下

大矛

成器

谷

あおば

計

合計 3 149 125 6 15 23 35 22 12 11 83.9%

神戸

大和

美穂

計

大正

東郷

松保

豊実

明治

計

合計

要支援

平成２８年度（年度末）

事業所
数

（年度
末

現在）

（A）

Ｂ

東

南

桜ヶ丘

国府

Ｃ

江山

高草

要介護

西

中ノ郷

計画区域

圏域 ブロック 地区公民館

Ａ

北

福部
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（表９）日常生活圏域別の稼働率［特定施設入居者生活介護］２/２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）平成 29 年 3月の実入居者数と平成 29 年 3 月 31 日時点での入居者数は異なる。 

定員

（D）

実入居
者

（E）

1 2 1 2 3 4 5
そ
の
他

稼働率

（E）/
（D）

千代水

末恒

湖山西

賀露 1 49 49 2 3 7 17 20 100.0%

湖山

計 1 49 49 2 3 7 17 20 100.0%

大郷（湖南）

吉岡（湖南）

計

合計 1 49 49 2 3 7 17 20 100.0%

河原

国英

八上

西郷

散岐

計

用瀬

大村

社

計
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計
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5 227 203 6 17 31 49 34 34 31 89.4%
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数

（年度
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現在）

（A）
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湖東
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Ｅ

河原

用瀬

佐治

Ｆ

気高
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圏域 ブロック 地区公民館
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（表１０）事業所別の意見［特定施設入居者生活介護］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所 実施状況 課題

Ａ事業所

①日常のケアの中で利用者の看取りの意向や希望を確認しておく②カ

ンファレンス開催し、終末期意向確認および同意書作成③主治医の診

断により看取りと判断された場合、利用者・家族へ看取りの意向確認を

再度行う④施設での看取りを希望された場合、看取りカンファレンスを開

催し、看取り計画書を作成⑤看取りケア実施（主治医・看護師・介護士・

歯科衛生士・栄養士・言語聴覚士等と連携し、過ごしやすい環境を整え

る）⑥看取り後は看取りに関わった各職種が参加し、振り返りカンファレ

ンスを開催する（看取り後2週間以内）。この振り返りカンファレンスは職

員の死生観を再構築する場として位置づけられる。

主治医によってターミナルの判断が違うため、ケアが統一しにくい。

Ｂ事業所

主治医の協力が得られて家族との同意のもとで実施しています。夜間

の急な対応にも主治医・看護師と連絡をとって対応を行っています。継

続可能な体制としています。

Ｃ事業所

看取りに入れば医療的ケアが必至となるため、協力医院のＤｒと連絡を
図り、昼夜問わず急な往診にも対応していただいている。

居室訪問も職員全員再々行い、状態確認を行い、家族との連絡も密に

行っている。今後も継続して行っていく。

開設当初に比べ看取りが増えてきた。又、ＨＰを通院され家での介護困難
な人で看取り希望で来園される人も多くなってきた。いろいろな疾病があ

り、一口で看取りといっても対応に苦慮している。今後も継続していくうえ

で、職員の心理面のフォローも欠かせない。

≪看取り介護について≫

事業所 実施状況 課題

Ａ事業所
医院との協力体制のもと定期と必要に応じて医師が往診。日常の医療

処置は医師の指示により看護職員が実施。

介護付きケアハウスと併設している従来型ケアハウス入居者の重度化によ

り、介護付き29名以外の服薬管理も一人の看護師に任されており、負担が

大きくなっている。

Ｂ事業所 ４人共に朝、昼、夕経管栄養。医師（主治医）の指示通りキズの処置。

Ｃ事業所

協力指定医院と連携、往診あり。日常の医療処置はＤｒ指示のもと当園

の看護が処置。透析１、ストーマー１、酸素療法１。（他にＤｒ指示の時）

疼痛の看護２人、経管栄養（胃ろう１０人、経鼻５人、食道ろう１人）モニ

ター測定（全員毎日）褥瘡２人、カテーテル（留置カテーテル）６人

モニター測定は毎日定期に測定し、異常があればＤｒ報告をして指示を仰

ぎ体調変化、早期発見を心がけている。医療処置が必要な入居者が増

え、対応が厳しくなってきている。

Ｄ事業所 医療処置は全て医療機関（外来）対応

Ｅ事業所

透析：病院の送迎にて、利用者自身で透析の為、通院

褥瘡：看護師による褥瘡処置及び通院

血糖測定及びインシュリン：利用者の自己管理により実施

透析及びインシュリン：自己で通院や管理可能な限りは当施設で生活可能

も、今後、自己管理困難な場合の受け入れ先等を考える必要あり

≪医療処置について≫

事業所

Ｃ事業所

Ｅ事業所

≪自由記載≫

内容

特養、老健は待ちが多くなかなか入れない。又、介護２以下の人、経鼻の方の受入れがなかなか充分でない。当園でも定員以上の申し込みの為

待っていただいている方がおられ、なんとか利用枠（定員数）を増やして頂きたい。

養護老人ホームが主体となっており、精神疾患の方等、過去の養護老人ホームの設置目的と利用者ニーズが変化してきている。介護度に現れな

い、ケアの困難さも発生し、また、自立から要介護の高い方等、多様な地域ニーズへの対応が求められており、職員の受容の幅を広げる必要があ

り、従来の養護老人ホーム目的と違いあり、対応に苦慮する場面が増えて来ている。


